
第４章   計画段階配慮事項の選定 

 

計画段階配慮事項は、「福岡市環境影響評価技術指針」（平成11年３月29日）（以下「技術指針」と

いう。）に基づき設定した。 

 

1 影響要因の抽出 

対象事業に係る環境影響の要因（以下「影響要因」という。）について、想定される事業特性を整

理したうえで、抽出した（表4.1-1参照）。 

 

表 4.1-1 影響要因の抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 計画段階配慮事項の選定 

技術指針によると、計画段階配慮事項は、影響要因と環境要素の関係及び環境に及ぼす影響の重大

性を検討し、事業特性や地域特性に応じて、環境影響評価を実施する段階で回避・低減が困難と考え

られる環境影響、影響が不可逆的である環境影響、または長期間である環境影響等の重大な環境影響

のおそれのある項目を選定することとされている。 

本事業は、工事が長期間に及ぶこと、計画施設は 20 年以上の稼働が想定されることから、工事の実

施、存在・供用ともに選定の検討範囲とし、計画段階配慮事項は重大な影響が生じる可能性を確認す

る観点から調査、予測及び評価を行う必要のある環境要素を選定した。 

抽出した影響要因と選定した調査、予測及び評価を行う必要のある環境要素（計画段階配慮事項）

の関係は表 4.2-1 に示すとおりである。 

また、計画段階配慮事項の項目及びその選定・非選定理由は表 4.2-2 及び表 4.2-3 に示すとおりで

ある。 

なお、ここでの選定は、重大な影響が生じる可能性を確認する観点から行ったものであり、表 4.2-2

及び表 4.2-3 において選定しなかった項目について、方法書以降の手続きにおいても選定しないこと

を意味するものではない。方法書段階では、環境影響の未然防止、あるいは低減など、環境保全の見

地から、環境影響評価項目を選定する。 

  

事業の種類 想定される事業特性

工事の実施

存在・供用 施設の存在 ・現有施設に代わって計画施設が出現する。

施設の稼働 ・計画施設が稼働する。

廃棄物運搬車両の走行 ・計画施設への廃棄物運搬車両が走行する。

影響要因

ごみ焼却施設
の新設の事業

・現有施設の解体、計画施設の建設工事を実施するた
め、各種建設機械が稼働する。

・工事用の資材及び機械の搬出入に際して、資材等運
搬車両が、現有施設の解体工事に際して、解体工事関
連車両が走行する。

資材等運搬車両の
走行

建設工事の実施
（建設機械の稼働）
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表 4.2-1 抽出した影響要因と選定した環境要素（計画段階配慮事項）の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4.2-2(1/2) 計画段階配慮事項の選定理由（工事の実施） 

 

 

 

 

 

 

表 4.2-2(2/2) 計画段階配慮事項の選定理由（存在・供用） 

 

  

事業特性 地域特性

環境要素の
区分

計画段階配慮事項の選定理由 選定
項目

大
気
環
境

騒音 ○

・工事関連の車両は、解体工事中が最も多く、その台
数は最大410台/日と想定される。また、近隣の幹線道
路では環境基準を超過していることから、解体工事関
連車両の走行に伴う騒音について、計画段階配慮事項
として選定した。

・周辺に住居系土地利用、高等学校が存在する。
・自動車騒音について、一般国道202号（西区今宿青
木1020-1）では、経年的に環境基準を超過しており、
一般国道202号（西区拾六町5丁目）においても環境基
準を超過している。その他、都地姪浜線の２地点では
環境基準以下である。

事業特性 地域特性

景観

環境要素の
区分

計画段階配慮事項の選定理由 選定
項目

大
気
環
境

大気質

・煙突排ガスによる周辺環境への影響は、排出ガス条
件によって現況から変化する可能性があり、複数案間
においても影響の程度の差が考えられることから、計
画段階配慮事項として選定した。
・廃棄物運搬車両の走行については、現状と同様の
ルートを使用する計画であり、新たに重大な環境影響
が生じるとは考えにくい。

・周辺に住居系土地利用、高等学校が存在する。
・大気質について、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子
状物質、微小粒子状物質、ダイオキシン類について環境
基準を達成している。また、水銀は西新において指針値
を満足している。ただし、光化学オキシダントについて
は、環境基準を達成していない。

○

・現有施設に代わって計画施設が出現し、住民生活の
場などからの距離が近づく場合もあることから、眺望
景観に影響を生じる可能性があり、複数案間において
も影響の程度の差が考えられることから、計画段階配
慮事項として選定した。

・対象事業想定区域周辺では、小戸公園(小戸展望台)、
生の松原、愛岩神社、長垂海浜公園等景観資源および主
要な眺望点としてあげられる。 ○

二酸化窒素 ○

二酸化硫黄 ○

浮遊粒子状物質 ○

有害物質 ○

騒音 騒音 ○

人と自然との豊か
な触れ合いの確保

○

注：○は選定した環境要素を示す。

景観

環境の自然的構成
要素の良好な状態
の保持

大気環境

大気質

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　影響要因

環境要素

工事の実施 存在・供用

建設工事
の実施

（建設機
械の稼
働）

資材等運
搬車両の

走行

施設の
存在

施設の
稼働

廃棄物運
搬車両の

走行
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表 4.2-3(1/2) 計画段階配慮事項の非選定理由（工事の実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業特性 地域特性

－

－

地盤

・掘削工事に際しては、必要に応じて山留め壁を構築
し、切梁支保工等を設け山留め壁を補強することによ
り地盤を安定させることから、重大な環境影響が生じ
るものではないと考えられる。

・地盤沈下について、事業実施想定区域周辺において
報告はない。
・事業実施想定区域周辺において地下水の揚水が規制
される地域はない。

－

・その他の環境（日照阻害、風況、シャドーフリッ
カー、反射光）に重大な環境影響が生じるものではな
いと考える。

－

地形・
地質

・大規模な切土、盛土を伴う工事は想定していない。
・事業実施想定区域周辺に重要な地形・地質は存在し
ない。
・事業実施想定区域に活断層等は存在しない。

・その他の大気環境に重大な環境影響が生じるもので
はないと考えられる。

その他の
大気環境

大
気
環
境

・周辺に住居系土地利用、高等学校が存在する。
・大気質について、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒
子状物質、微小粒子状物質、ダイオキシン類について
環境基準を達成している。また、水銀は西新において
指針値を満足している。ただし、光化学オキシダント
については、環境基準を達成していない。
・道路交通振動の測定結果、一般国道202号（西区今
宿青木1020-1）では、経年的に要請限度以下である。
・事業実施想定区域周辺において悪臭の発生源はみら
れない。

－

悪臭 ・悪臭を発生させる工事は想定していない。 －

選定
項目

大気質

・建設機械の稼働、資材等運搬車両の走行による大気
質、振動への影響について、第２章に示した環境保全
のための配慮により、環境影響の低減が図られ、事業
実施想定区域の北東から南東に位置する住居、高等学
校や資材等運搬車両の主要走行ルートなどに対して、
重大な環境影響が生じるものではないと考えられる。
・超低周波音を発生させる工事は想定していない。

－

環境要素の
区分

計画段階配慮事項の非選定理由

超低周波
音

－

振動 －

土
壌
環
境
･
そ
の
他
の
環
境

－

水質（水
の濁り）

・水の濁りについて、環境保全のための配慮により、
環境影響の低減が図られ、十郎川水域、七寺川水域の
水質、利水に重大な環境影響が生じるものではないと
考えられる。

－

底質 －

地下水

・掘削工事に際しては、必要に応じて遮水性の高い山
留め壁を構築し、地下水の湧出、流出を抑制するた
め、重大な環境影響が生じるものではないと考えられ
る。

－

水
環
境

－
その他の
水環境

・その他の水環境に影響を及ぼす工事は想定していな
い。

・事業実施想定区域周辺では博多湾へ注ぐ十郎川水
域、七寺川水域が存在している。
・十郎川（壱岐橋）、七寺川（上鯰川橋）におけるＢ
ＯＤ（75％値）についての経年変化は、概ね横ばいに
あり、過去５年間でいずれも環境基準を達成してい
る。また、令和元年度における生活環境項目、ダイオ
キシン類の測定の結果、十郎川（壱岐橋）では、海水
の影響により、ふっ素、ほう素が環境基準を上回って
いるが、その他の項目は環境基準を満足している。七
寺川（上鯰川橋）では、すべての項目で環境基準を満
足している。
・底質について、暫定除去基準が定められている総水
銀、ＰＣＢは、ともに基準を満足している。また、ダ
イオキシン類について、環境基準を満足している。
・十郎川、七寺川において、農業用水としての利用が
みられる。
・地下水について、令和元年度では、継続監視調査に
おいて、今宿駅前でトリクロロエチレンが環境基準を
上回っている。

その他の
環境

動物、植物、
生態系

・大規模な造成工事は行わないことから、重大な環境
影響は生じるものではないと考えられる。

・事業実施想定区域はすでに現有施設が稼動してい
る。 －

－

人と自然との
触れ合い活動
の場

・自然との触れ合いの場を改変する工事は想定してい
ない。

・事業実施想定区域周辺では、野方遺跡（野方中央公
園）、今宿野外活動センター（叶岳ハイキングコー
ス）、西区ウォーキングコース（壱岐エリア、今宿エ
リア、下山門エリア）などが、人と自然との触れ合い
の場となっている。

－

－

温室効果ガス
等

・建設機械の稼働、資機材運搬車両の走行により温室
効果ガスである二酸化炭素が発生するが、重大な環境
影響は生じるものではないと考えられる。

－ －

廃棄物等
・廃棄物等は再利用、再生利用及び関係法令に基づき
適正に処理・処分する。

－

景観

・景観資源及び主要な眺望点を改変する工事は想定し
ていない。

・対象事業想定区域周辺では、小戸公園(小戸展望
台)、生の松原、愛岩神社、長垂海浜公園等景観資源
および主要な眺望点としてあげられる。

土壌

・土壌汚染の原因となる工事は想定していない。 ・ダイオキシン類について、令和元年度に西区内にお
いて調査が実施されており、環境基準を下回ってい
る。
・土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域につ
いて、西区内では、これまでに３箇所において指定さ
れたが、うち２箇所はすでに解除されている。

・底質に重大な環境影響が生じるものではないと考え
られる。
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表 4.2-3(2/2) 計画段階配慮事項の非選定理由（存在・供用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業特性 地域特性

廃棄物等 －

温室効果ガス
等

－

人と自然との
触れ合い活動
の場

・廃棄物運搬車両の走行については、現状と同様の
ルートを使用する計画であり、新たに重大な環境影響
が生じるものではないと考えられる。

・事業実施想定区域周辺では、野方遺跡（野方中央公
園）、今宿野外活動センター（叶岳ハイキングコー
ス）、西区ウォーキングコース（壱岐エリア、今宿エリ
ア、下山門エリア）などが、人と自然との触れ合いの場
となっている。

－

・灰等の廃棄物については、関係法令に基づき適正処
理・処分する。

－

・施設の供用に伴い温室効果ガスが発生するが、計画
施設では高効率発電を計画しており、温室効果ガスの
発生量の削減に寄与すると考えられる。

－

土壌

・大気汚染防止に係る環境保全のための配慮により、
施設の稼働に伴う土壌について、環境影響の低減が図
られ、重大な環境影響が生じるものではないと考えら
れる。

・ダイオキシン類について、令和元年度に西区内におい
て調査が実施されており、環境基準を下回っている。
・土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域につい
て、西区内では、これまでに３箇所において指定された
が、うち２箇所はすでに解除されている。

－

動物、植物、
生態系

・動物・植物、生態系に重大な環境影響が生じるもの
ではないと考えられる。

・事業実施想定区域はすでに現有施設が稼動している。
－

・日照阻害について、現有施設に代わって計画施設が
存在するため、日照時間に変化はあるが、その日影時
間の変化時間はわずかであることから、重大な環境影
響が生じるものではないと考えられる。
・風況について、計画施設は風況に重大な環境影響を
及ぼす規模のものではないと考えられる。
・シャドーフリッカー、反射光に重大な環境影響が生
じるものではないと考えられる。

－ －
その他の

環境

土
壌
環
境
･
そ
の
他
の
環
境

地形・
地質

・地形及び地質に重大な環境影響が生じるものではな
いと考えられる。

・事業実施想定区域周辺に重要な地形・地質は存在しな
い。
・事業実施想定区域に活断層等は存在しない。

－

地盤

・現有施設では湧水、井水をプラント用水として利用
している。計画施設において、現在の利用量を大きく
上回る計画は行わない。

・地盤沈下について、事業実施想定区域周辺において報
告はない。
・事業実施想定区域周辺において地下水の揚水が規制さ
れる地域はない。

－

環境要素の
区分

計画段階配慮事項の非選定理由 選定
項目

騒音
・計画施設の稼働に伴う騒音及び超低周波音並びに振
動について、環境保全のための配慮により、環境影響
の低減が図られ、事業実施想定区域の北東から南東に
位置する住宅、高等学校などに対して、重大な環境影
響が生じるものではないと考えられる。
・廃棄物運搬車両の走行については、現状と同様の
ルートを使用する計画であり、新たに重大な環境影響
が生じるものではないと考えられる。

超低周波
音

－

振動 －

－

大
気
環
境

・周辺に住居系土地利用、高等学校が存在する。
・自動車騒音について、一般国道202号（西区今宿青木
1020-1）では、経年的に環境基準を超過しており、一般
国道202号（西区拾六町5丁目）においても環境基準を超
過している。その他、都地姪浜線の２地点では環境基準
以下である。
・道路交通振動の測定結果、一般国道202号（西区今宿
青木1020-1）では、経年的に要請限度以下である。
・事業実施想定区域周辺において悪臭の発生源はみられ
ない。

悪臭

・煙突排ガス及び施設からの漏洩について、環境保全
のための配慮により、環境影響の低減が図られ、周辺
環境への重大な環境影響が生じるものではないと考え
られる。

－

・その他の大気環境に重大な環境影響が生じるもので
はないと考えられる。

その他の
水環境

・その他の水環境に重大な環境影響が生じるものでは
ないと考えられる。

水
環
境

・事業実施想定区域周辺では博多湾へ注ぐ十郎川水域、
七寺川水域が存在している。
・十郎川（壱岐橋）、七寺川（上鯰川橋）におけるＢＯ
Ｄ（75％値）についての経年変化は、概ね横ばいにあ
り、過去５年間でいずれも環境基準を達成している。ま
た、令和元年度における生活環境項目、ダイオキシン類
の測定の結果、十郎川（壱岐橋）では、海水の影響によ
り、ふっ素、ほう素が環境基準を上回っているが、その
他の項目は環境基準を満足している。七寺川（上鯰川
橋）では、すべての項目で環境基準を満足している。
・底質について、暫定除去基準が定められている総水
銀、ＰＣＢは、ともに基準を満足している。また、ダイ
オキシン類について、環境基準を満足している。
・十郎川、七寺川において、農業用水としての利用がみ
られる。
・地下水について、令和元年度では、継続監視調査にお
いて、今宿駅前でトリクロロエチレンが環境基準を上
回っている。

－

－

水質（水
の汚れ、
水の濁
り、富栄
養化、有
害物質）

・生活排水は、十郎川水域、七寺川水域に放流せず、
下水道放流とする。プラント排水は、排水処理設備に
おいて適切な処理を行い、循環利用を図ることを基本
とし、余剰なものについてのみ下水道放流とする。

－

底質
・底質に重大な環境影響が生じるものではないと考え
られる。

－

地下水

・ごみピットは地下構造物により設ける予定である
が、地下構造物は地下水の流況に重大な環境影響が生
じるものではないと考えられる。 －

その他の
大気環境
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3 計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法の選定及びその理由 

計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法は、地域特性及び事業特性をふまえ、技術指

針に基づいて表4.3-1に示すとおり選定した。 

 

表 4.3-1 計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

影響要因 環境要素 調査手法 予測方法 評価方法

工事の
実施

騒音 【調査項目】
・解体工事関連車両の主要経
路周辺の住居等の分布状況
・解体工事関連車両の主要経
路の状況

【調査方法】
・既存の地形図及び現地踏査
による方法

【手法の選定理由】
・既存の地形図及び現地踏査
により把握が可能なため。

【予測項目】
・単純条件下での等価騒音レ
ベル（ＬAeq,Ｔ）

【予測方法】
・道路交通騒音の予測モデル
“ASJ RTN-Model 2018”

【手法の選定理由】
・騒音に係る影響の程度を定
量的に予測できるため。

【評価方法】
・重大な環境影響が生じるこ
との可能性、環境保全の措置
を検討する必要性、環境基準
等との整合が図られているか
を評価する。

【手法の選定理由】
・重大な環境影響が生じるこ
との可能性、環境保全の措置
を検討する必要性を適切に評
価できるため。

大気質 【調査項目】
・大気質の状況
・気象の状況

【調査方法】
・既存の文献又は資料の入手

【手法の選定理由】
・調査地域の近隣に大気質及
び気象に関する情報が既存資
料中に存在するため。

【予測項目】
煙突排ガス中の
・二酸化硫黄、二酸化窒素、
浮遊粒子状物質、ダイオキシ
ン類及び水銀の年平均値
・二酸化硫黄、二酸化窒素及
び浮遊粒子状物質についての
１時間値

【予測方法】
・「窒素酸化物総量規制マニ
ュアル〔新版〕」（平成12
年12 月、公害研究対策セン
ター）に基づき、大気拡散式
を用いて長期平均濃度を概略
予測する。

【手法の選定理由】
・調査地域への大気質に係る
影響の程度を定量的に予測で
きるため。

【評価方法】
・設定した複数案間における
環境影響の程度について比較
し、環境基準等との整合が図
られているかを評価する。

【手法の選定理由】
・複数案毎の影響の程度の差
異を評価できるため。

景観 【調査項目】
・景観資源及び主要な眺望点
の状況、主要な眺望景観の状
況

【調査方法】
・文献調査、現地踏査及び写
真撮影による方法

【手法の選定理由】
・調査地域の景観資源及び眺
望点の状況に関する情報につ
いて、既存資料中に存在する
とともに、現地踏査及び写真
撮影による把握が可能なた
め。

【予測項目】
・眺望景観の変化の程度

【予測方法】
・現地踏査地点、眺望点及び
景観資源と複数案の配置計
画、煙突高さとの関係を整理
し、視野に占める程度を予測
する。視野に占める程度が大
きくなると予想される場合に
は、現況写真に計画施設を合
成した簡易モンタージュ写真
を作成し、視覚的に表現する
ことにより予測する。あわせ
て仰角を算出し、眺望景観の
変化の程度を予測する。

【手法の選定理由】
・眺望景観の変化の程度を予
測できるため。

【評価方法】
・設定した複数案間における
環境影響の程度について比
較・評価を行う。

【手法の選定理由】
・複数案毎の影響の程度の差
異を評価できるため。

存在・
供用
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